
326

土木課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

6,850,000 6,700,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名 市道８号線道路改良工事 所管課

選定理由

　本工事は古川広域河川改修事業に伴い当該路線の拡幅を行うため起工する、擁壁工、側溝工、管渠工、集水桝工を主な内容とする土木

一式工事（L＝157m）である。

　当該工事は、京都府発注の古川広域河川改修（防災・安全）工事と工事区域が重複しており、当該工事が期間内に完了しなければ河川

改修工事に着手することが困難となり全体工程として非出水期（６月中旬まで）中での工事完了が不可能となる。また、非出水期中に工

事が完了しない場合、河川の影響によっては市民にとって重大な影響を及ぼす可能性もあることから工期内の完成は絶対条件である。

　仮に、他の業者へ発注した場合、京都府発注工事との工程調整が必要となり工期内の完成が困難であるばかりか、仮復旧のための費用

が新たに必要となる。

　以上のことから、重複区域を受注しており、施工期間中の工程調整を十分に実施でき、隣接事業者との施工協議においても理解の得ら

れる中和建設株式会社と随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

中和建設株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額

中和建設株式会社 6,200,000
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京都府綴喜郡井手町大字井出小字南玉水４８-３

中和建設株式会社

　中谷　英輔

(2) 契 約 金 額

6,510,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 310,000

平 成 26 年 (2014 年 ） 2 月 4 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 1 月 20 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 1 月 28 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 2 月 4 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 3 月 31 日

城陽市　平川長筬　地内

6,755,000

6,282,000

4,515,000


